
令和８年度 介護保険制度のおもな変更点  
 

本ガイドブックに下記のとおり変更が生じましたので、ご案内いたします。 

 

令和８年 4 月から  

●介護保険料の第 1 段階と第 2 段階、第 4 段階と第 5 段階を分ける基準となる金額が変わ

りました。 

【対象ページ P５】 

80 万円 → 8２.６５万円   該当箇所 ： 

 

 

●合計所得金額について、令和７年度の税制改正による給与等所得控除の最低保障額引き上

げ（５５万→６５万）を受け、給与等収入が５５万１千円以上１９０万円未満の方は従前の

控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様

に調整して判定します。そのため、上記の方は市民税が非課税でも介護保険料の所得段階で

は課税とみなす場合があります。 

【対象ページ P５】 

 

●要介護認定の申請時に必要なもの 

【対象ページ P８】 

該当箇所： 

 

医療保険の保険証↓ 

医療保険に加入していることがわかるもの 

（40～64 歳の人） 

 

 



令和８年 8 月から  

●高額介護サービス費の支給要件の一部が変わります 

【対象ページ P１３】 

80 万円 → 8２.６５万円     該当箇所： 

 

 

●特定入所者介護サービス費の支給要件の一部が変わります 

【対象ページ P１４】 

 

●平塚市高齢者よろず相談センターの住所変更 

【対象ページ P２８】 

ひらつかにし＜金目窓口＞ 南金目８８０―１０３号室 

ごてん           南原３丁目５－１４ 

(お問合わせ先) 平塚市介護保険課 ☏：0463-21-8790/FAX：0463-21-9742 


